
令和 2 年度名古屋市教育委員会第16 号議案 

   名古屋市教育委員会会議規則の一部を改正する規則案について 

1  改正理由・内容 

  オンライン会議システム等を活用した教育委員会会議（オンライン会議）

の開催について、規定の整備を行います。 

  文部科学省よりオンライン会議の開催が可能であることやこの場合の留意

事項等について見解（別添）が示されたことを受け、名古屋市教育委員会会

議規則上、情報通信機器を利用した会議の開催を明記するなど、規定の整備

を行います。 

  実際の運用における採決の方法や通信障害時の対応、セキュリティポリシ

ーなど、所要の技術的事項については、今後、基準などの下位規程により定

めます。 

2  施行期日 

  公布の日から施行します。 

3  規則案・新旧対照 

  別紙のとおり 







（案） 

 名古屋市教育委員会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 2 年 9 月 日 

             名古屋市教育委員会教育長  鈴 木 誠 二  

名古屋市教育委員会規則第 号 

   名古屋市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 

 名古屋市教育委員会会議規則（平成13 年名古屋市教育委員会規則第21 号）の

一部を次のように改正する。 

 第 2 条の次に次の 1 条を加える。 

 （情報通信機器を通して通話する方法による会議の開催） 

第 2 条の 2  教育長が必要があると認めるときは、情報通信機器を通して相手

の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議を

開催することができる。 

2  前項に定めるもののほか、同項の規定による会議の開催に関し必要な事項 

は、教育長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 （参 考） 

            新  旧  対  照 

 名古屋市教育委員会会議規則（抜すい） 

改 正 案 現   行 

 （情報通信機器を通して通話する方法

による会議の開催） 

第 2 条の 2  教育長が必要があると認め

るときは、情報通信機器を通して相手

の状態を相互に認識しながら通話をす

ることができる方法によって、会議を

開催することができる。 

2  前項に定めるもののほか、同項の規

定による会議の開催に関し必要な事項

は、教育長が別に定める。 


